
本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修

正
す
る
。 

第
二
条
中
「
又
は
財
産
」
を
「
若
し
く
は
財
産
」
に
、
「
告
知
す
る
」
を
「
告
知
し
又
は
本
邦
外
出
身
者
を
著
し
く
侮
蔑
す

る
」
に
改
め
る
。 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

（
不
当
な
差
別
的
言
動
に
係
る
取
組
に
つ
い
て
の
検
討
） 

２ 

不
当
な
差
別
的
言
動
に
係
る
取
組
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
お
け
る
本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別

的
言
動
の
実
態
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
、
検
討
が
加
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 


